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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１方向に沿ってファイルに対応する項目が表示されると共に前記第１方向と交差する
第２方向に沿って前記項目が複数配列され、タッチ入力可能な表示装置を備えるデジタル
デバイスを用いて、
　前記複数の項目のうち少なくとも２つ以上の項目を選択可能な選択モードに進み、
　前記少なくとも２つ以上の項目を前記第２方向へとタッチ入力することで選択し、
　前記少なくとも２つ以上の項目に対応する２つ以上の前記ファイルを一括処理するため
の実行命令を選択及び処理すること、
　を含み、
　前記選択モードに進むことは、
　前記複数の項目のうちいずれか一つの項目をタッチ入力することで前記いずれか一つの
項目を決定することを含み、
　前記選択することは、
　前記いずれか一つの項目を基点として前記第２方向へとタッチ入力することで、前記２
つ以上の項目のうち前記第２方向へのタッチ入力で交差する少なくとも一つの項目を選択
することを含み、
　前記第２方向へとタッチ入力することは、
　前記選択モードに進むためのタッチ入力を遂行した後手を離さないで連続して遂行する
タッチ入力であることを含み、
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　前記いずれか一つの項目を決定することは、
前記複数の項目のうちいずれか一つの項目上で、前記第１方向へとタッチ入力することが
基準距離以上である場合に、選択された項目に決定することであることを特徴とするファ
イル一括処理方法。
【請求項２】
　前記第２方向へとタッチ入力することは、
　前記複数の項目のうちいずれか一つの項目の前記第１方向へのタッチ入力に連続したタ
ッチ入力であることを特徴とする請求項１に記載のファイル一括処理方法。
【請求項３】
　前記選択モードに進むことは、
　前記２つ以上の項目の任意の位置でタッチ入力することで前記選択モードに進むことを
含むことを特徴とする請求項１に記載のファイル一括処理方法。
【請求項４】
　前記２つ以上の項目以外の位置には、
　前記選択モードに進むためのアイコンが表示されることを特徴とする請求項３に記載の
ファイル一括処理方法。
【請求項５】
　前記第２方向へのタッチ入力は、
　前記第２方向へのベクター要素を含むタッチ入力であることを特徴とする請求項１に記
載のファイル一括処理方法。
【請求項６】
　前記実行命令を選択及び処理することは、
　少なくとも一つ行為メニューを含む実行メニューを表示し、
　前記実行メニューのうちいずれか一つの行為メニューへのタッチ入力を通じて、前記い
ずれか一つの行為メニューに対応する行為命令を前記実行命令に選択し、
　前記実行命令として選択された行為命令を処理することと、を含むことを特徴とする請
求項１に記載のファイル一括処理方法。
【請求項７】
　前記実行メニューを表示することは、
　前記第２方向へのタッチ入力が解除された時、前記実行メニューを表示することである
ことを特徴とする請求項６に記載のファイル一括処理方法。
【請求項８】
　前記実行メニューは、
　ファイルの削除命令のための削除メニュー、ファイルの切り出し命令のための切り出し
メニュー、ファイルのコピーの命令のためのコピーメニュー、及びファイルの送り命令の
ための送りメニューのうち少なくともいずれか一つの行為メニューを含むことを特徴とす
る請求項６に記載のファイル一括処理方法。
【請求項９】
　前記実行メニューは、
　選択された少なくとも一つの前記ファイルの選択を取り消すための選択取り消しメニュ
ーを含むことを特徴とする請求項６に記載のファイル一括処理方法。
【請求項１０】
　前記ファイルは、
　メールアカウントのメッセージファイル、メッセンジャーアカウントのメッセージファ
イル、及びＳＮＳ（Social　Network  Service）のメッセージファイルのうち少なくとも
いずれか一つであることを特徴とする請求項１に記載のファイル一括処理方法。
【請求項１１】
　タッチ入力可能な表示装置と、
　ファイルに対応する項目が第１方向に沿って表示されると共に前記第１方向と交差する
第２方向に沿って複数配列された複数の前記項目のうち少なくとも２つ以上の項目を選択
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して、任意の行為命令を処理するためのプログラムを実行可能なプロセッサと、を含み、
　前記プロセッサは、
　前記複数の項目のうち少なくとも２つ以上の項目を選択可能な選択モードに進み、
　前記少なくとも２つ以上の項目を前記第２方向へとタッチ入力することで選択し、
　前記少なくとも２つ以上の項目に対応する２つ以上の前記ファイルを一括処理するため
の実行命令を選択及び処理し、
　前記選択モードに進むことは、
　前記複数の項目のうちいずれか一つの項目をタッチ入力することで前記いずれか一つの
項目を決定することを含み、
　前記選択することは、
　前記いずれか一つの項目を基点として前記第２方向へとタッチ入力することで、前記２
つ以上の項目のうち前記第２方向へのタッチ入力で交差する少なくとも一つの項目を選択
することを含み、
　前記第２方向へとタッチ入力することは、
　前記選択モードに進むためのタッチ入力を遂行した後手を離さないで連続して遂行する
タッチ入力であることを含み、
　前記いずれか一つの項目を決定することは、
前記複数の項目のうちいずれか一つの項目上で、前記第１方向へとタッチ入力することが
基準距離以上である場合に、選択された項目に決定することであることを特徴とするデジ
タルデバイス。
                                                                                

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
 本発明はファイル一括処理方法及びそれを用いたデジタルデバイスに関わり、より詳細
にはタッチ入力が可能である表示装置を備えたデジタルデバイスによって遂行され、複数
のファイルのうち少なくとも２つ以上を選択して任意の行為命令を処理するファイル一括
処理方法及びそれを用いたデジタルデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
スマートホン、タブレットＰＣなどのようなデジタルデバイスは一般的にタッチ入力が可
能である表示装置を具備していて、表示される画面を最大に拡張させながら自由に入力可
能な機能を有している。このようなデジタルデバイスは無線通信に基盤としてサーバシス
テムまたは他のデバイスと信号を取り交わすので、いつでもどこでもファイルを取り交わ
すことができる。例えば、一般使用者は前記デジタルデバイスを通じてメールサーバまた
はＳＮＳ（Social　Networｋ　Service）サーバに接続した後、メッセージを作成して他
の使用者に伝送するか、他の使用者から伝送されて来たメッセージを容易に確認すること
ができる。
【０００３】
　一方、一般使用者は自分所有のデジタルデバイスを通じて自分のメールまたはＳＮＳア
カウントに貯蔵されているメッセージのうち要らないと判断されるメッセージを選択して
削除することができる。しかし、最近、無分別な広報性広告またはスパムメッセージが大
量で伝送されることで、一般使用者がこのようなメッセージを一々選択して削除しなけれ
ばならない煩わしさが発生しつつある。即ち、一般使用者は複数のメッセージのうち所望
するメッセージを一々選択した後削除メニューをクリックすることによって、前記選択さ
れたメッセージを一括に削除することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って、本発明はこのような問題点を解決するためのもので、本発明の解決しようとす
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る課題は単純動作のタッチ入力で複数のファイルを選択して一括処理することのできるフ
ァイル一括処理方法を提供することにある。
【０００５】
　また、本発明の解決しようとする他の課題は前記ファイル一括処理方法によるプログラ
ムを遂行することのできるデジタルデバイスを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一実施形態によるファイル一括処理方法は、第１方向に沿ってファイルに対応
する項目が表示されると共に前記第１方向と交差する第２方向に沿って前記項目が複数配
列され、タッチ入力可能な表示装置を備えるデジタルデバイスを用いて、前記複数の項目
のうち少なくとも２つ以上の項目を選択可能な選択モードに進み、前記少なくとも２つ以
上の項目を前記第２方向へとタッチ入力することで選択し、前記少なくとも２つ以上の項
目に対応する２つ以上の前記ファイルを一括処理するための実行命令を選択及び処理する
こと、を含む。
【０００７】
　前記選択モードに進むことは、前記複数の項目のうちいずれか一つの項目をタッチ入力
することで前記いずれか一つの項目を決定することを含み、前記選択することは、前記い
ずれか一つの項目を基点として前記第２方向へとタッチ入力することで、前記２つ以上の
項目のうち前記第２方向へのタッチ入力で交差する少なくとも一つの項目を選択すること
を含んでも良い。
【０００８】
　前記いずれか一つの項目を決定することは、前記複数の項目のうちいずれか一つの項目
上で、前記第１方向へとタッチ入力することが基準距離以上である場合に、選択された項
目に決定しても良い。ここで、前記第２方向へとタッチ入力することは、前記複数の項目
のうちいずれか一つの項目の前記第１方向へのタッチ入力に連続したタッチ入力であって
も良い。
【０００９】
　これとは異なり、前記いずれか一つの項目を決定することは、前記複数の項目のうちい
ずれか一つの項目上で、タッチ入力が基準時間以上で持続された場合に、選択された項目
に決定しても良い。
【００１０】
　前記選択モードに進むことは、前記２つ以上の項目の任意の位置でタッチ入力すること
で前記選択モードに進むことを含んでいても良い。。ここで、前記任意の位置には、前記
選択モードに進むためのアイコンが表示されてもよい。
【００１１】
　前記第２方向へのタッチ入力は、前記第２方向へのベクター要素を含んでいても良い。
【００１２】
　前記実行命令を選択及び処理することは少なくとも一つ行為メニューを含む実行メニュ
ーを表示し、前記実行メニューのうちいずれか一つの行為メニューへのタッチ入力を通じ
て、前記いずれか一つの行為メニューに対応する行為命令を前記実行命令として選択し、
前記実行命令として選択された行為命令を処理することと、を含んでいても良い。
【００１３】
　前記実行メニューを表示することは、前記第２方向へのタッチ入力が解除された時、前
記実行メニューを表示することであってもよい。
【００１４】
　前記実行メニューは、ファイルの削除命令のための削除メニュー、ファイルの切り出し
命令のための切り出しメニュー、ファイルのコピーの命令のためのコピーメニュー、及び
ファイルの送り命令のための送りメニューのうち少なくとも一つの行為メニューを含んで
いても良い。
【００１５】
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　前記実行メニューは前記いずれか一つのファイルを含んで前記選択された少なくとも一
つのファイルの選択を取り消すための選択取り消しメニューを含んでいても良い。
【００１６】
　前記ファイルはメールアカウントのメッセージファイル、メッセンジャーアカウントの
メッセージファイル、及びＳＮＳ（Social　Network　Service）のメッセージファイルの
うち少なくともいずれか一つであってもよい。
【００１７】
　本発明の一実施形態によるデジタルデバイスは、タッチ入力可能な表示装置と、ファイ
ルに対応する項目が第１方向に沿って表示されると共に前記第１方向と交差する第２方向
に沿って複数配列された前記複数の項目のうち少なくとも２つ以上の項目を選択して、任
意の行為命令を処理するためのプログラムを実行可能なプロセッサと、を含む。
【００１８】
　前記プロセッサは、前記複数の項目のうち少なくとも２つ以上の項目を選択可能な選択
モードに進み、前記少なくとも２つ以上の項目を前記第２方向へとタッチ入力することで
選択し、前記少なくとも２つ以上の項目に対応する２つ以上の前記ファイルを一括処理す
るための実行命令を選択及び処理する。
【発明の効果】
【００１９】

【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態によるファイル一括処理方法を説明するための順序図である
。
【図２】図１のファイル一括処理方法のうち選択モードに進む段階の一例を説明するため
の図面である。
【図３】図１のファイル一括処理方法のうち選択モードに進む段階の他の例を説明するた
めの図面である。
【図４】図１のファイル一括処理方法のうち選択モードに進む段階のさらに他の例を説明
するための図面である。
【図５】図１のファイル一括処理方法のうち処理対象ファイルが選択される段階を説明す
るための図である。
【図６】図１のファイル一括処理方法のうち実行命令選択及び処理過程（Ｓ５００段階）
を説明するための順序図である。
【図７】図６の実行命令選択及び処理過程のうち実行メニューが表示される段階を説明す
るための図である。
【図８】図６の実行命令選択及び処理過程のうち表示された実行メニューを通じて実行命
令が選択及び処理される段階を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２１】
　本発明は多様な変更を加えることができ、多様な形態を有することできる。ここでは、
特定の実施形態を図面に例示し本文に詳細に説明する。
【００２２】
　しかし、これは本発明を特定の開示形態に限定するものではなく、本発明の思想及び技
術範囲に含まれる全ての変更、均等物乃至代替物を含むこととして理解されるべきである
。第１、第２などの用語は多用な構成要素を説明するのに使用されることがあるが、前記
構成要素は前記用語によって限定解釈されない。前記用語は一つの構成要素を他の構成要
素から区別する目的のみとして使用される。例えば、本発明の権利範囲を外れることなく
第１構成要素を第２構成要素ということができ、類似に第２構成要素も第１構成要素とい
うことができる。
【００２３】
　本出願において使用した用語は単なる特定の実施形態を説明するために使用されたもの
で、本発明を限定しようとする意図ではない。単数の表現は文脈上明白に示さない限り、
複数の表現を含む。本出願において、「含む」または「有する」などの用語は明細書に記
載された特徴、数字、ステップ、段階、動作、構成要素、部品またはこれらを組み合わせ
たものが存在することを意味し、一つまたはそれ以上の他の特徴や数字、ステップ、段階
、動作、構成要素、部品またはこれらを組み合わせたものの存在または付加可能性を予め
排除しないこととして理解されるべきである。
【００２４】
　以下、本発明の一実施形態によるファイル一括処理方法について詳細に説明する。
【００２５】
　まず、本実施形態によるファイル一括処理方法はデジタルデバイス内でプログラム化さ
れて遂行される。具体的に、前記デジタルデバイスはタッチ入力が可能である表示装置及
び前記表示装置を制御し前記ファイル一括処理方法によるプログラムを遂行することので
きるプロセッサを含んでいても良い。例えば、前記デジタルデバイスはスマートホン及び
タブレットＰＣのうちいずれか一つであってもよい。
【００２６】
　ここで、前記ファイル一括処理方法は前記デジタルデバイスの表示装置を通じて表示さ
れる複数のファイルに対応する項目のうち少なくとも２つ以上の項目を選択して任意の行
為命令を一括して処理する方法に関する。この際、前記複数のファイルは前記表示装置に
おいて第１方向に一部の内容や項目（題目）など（例として、受信済トレイの受信アイテ
ムや送信済ファイルの送信アイテム）が表示され、前記第１方向と交差する第２方向に沿
って配列されてもよい。ここで、前記第２方向は前記第１方向に垂直に交差する方向であ
ってもよい。
【００２７】
　一方、前記ファイル一括処理方法はメールアカウントのメッセージファイル、メッセン
ジャーアカウントのメッセージファイル、及びＳＮＳ（Social　Network　Service）のメ
ッセージファイルのうち少なくとも一つのファイルに適用されてもよい。しかし、前記フ
ァイル一括処理方法は文書ファイル、マルチメディアファイルなどのようなその他の多様
なファイルにも同一に適用される。
【００２８】
　以下では、前記ファイル一括処理方法がメールアカウントのメッセージファイルに適用
された実施形態を詳細に説明する。
【００２９】
　図１は本発明の一実施形態によるファイル一括処理方法を説明するための順序図であり
、図２は図１のファイル一括処理方法のうち選択モードに進む段階の一例を説明するため
の図面であり、図３は図１のファイル一括処理方法のうち選択モードに進む段階の他の例
を説明するための図面であり、図４は図１のファイル一括処理方法のうち選択モードに進
む段階のさらに他の例を説明するための図面である。
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【００３０】
　図１、図２、図３及び図４を参照すると、本実施形態によるファイル一括処理方法とし
て、まず、前記デジタルデバイスのプロセッサは前記表示装置で表示された前記ファイル
に対応する項目のうち２つ以上の項目を選択することのできる（選択可能な）選択モード
に進む（Ｓ１００）。
【００３１】
　前記選択モードに進む段階（Ｓ１００）は前記項目のうちいずれか一つの項目上でのタ
ッチ入力を通じて前記いずれか一つの項目を決定する段階を含んでいても良い。即ち、前
記いずれか一つのファイル上でのタッチ入力を通じて前記いずれか一つのファイルを決定
することで、前記選択モードに進むことができる。
【００３２】
　具体的に説明すると、前記いずれか一つの項目を決定する段階においては、図２のよう
に、前記プロセッサは前記項目のうちいずれか一つの項目上での前記第１方向へのタッチ
入力が基準距離以上タッチ移動された場合、前記いずれか一つの項目を選択された項目に
決定してもよい。例えば、前記基準距離は前記項目が前記第１方向に表示される長さの１
/５乃至１/２の範囲であってもよい。
【００３３】
　これとは異なり、前記いずれか一つの項目を決定する段階においては、図３のように、
前記プロセッサは前記項目のうちいずれか一つの項目上でのタッチ入力が基準時間以上持
続された場合、前記いずれか一つの項目を選択された項目に決定してもよい。例えば、前
記基準時間は約１秒～約２秒の範囲であってもよい。
【００３４】
　このように、前記いずれか一つの項目上での第１方向へのタッチ入力が前記基準距離以
上タッチ移動されたか、前記いずれか一つの項目上でのタッチ入力が前記基準時間以上持
続された場合のみに、前記いずれか一つの項目が選択された項目として決定されることに
よって、使用者の誤りによるタッチ入力によって任意の項目が選択されることが抑制され
ることができる。
【００３５】
　一方、前記選択モードに進む段階（Ｓ１００）は前記表示装置においての任意の位置で
のタッチ入力を通じて前記選択モードに進む段階を含んでいても良い。例えば、図４のよ
うに、前記選択モードに進むためのアイコンが前記表示装置に表示されている場合、使用
者が前記アイコンをクリックしてタッチ入力を遂行する場合、前記プロセッサは前記選択
モードに進むことができる。
【００３６】
　図５は図１のファイル一括処理方法のうち処理対象となるファイルに対応する項目が選
択される段階を説明するための図である。
【００３７】
　図１及び図５を参照すると、前記プロセッサは前記Ｓ１００の段階を遂行した後、前記
第２方向へのタッチ入力を通じて、前記処理対象となるファイルに対応する項目を選択す
る（Ｓ２００）。
【００３８】
　例えば、前記プロセッサは前記いずれか一つの項目を基点として前記第２方向へのタッ
チ入力を通じて、前記項目のうち前記第２方向へのタッチ入力によって交差（クロス）す
る少なくとも一つの項目を選択することができる。この際、前記項目は前記いずれか一つ
の項目（前述の基点となる項目）及び前記選択された少なくとも一つの項目（第２方向へ
のタッチ入力により交差していく項目）を含んでいても良い。
【００３９】
　前記第２方向へのタッチ入力は前記第２方向へのベクター要素を含んでいても良い。例
えば、図５のように、前記第２方向に直進するタッチ入力だけではなく、前記第２方向へ
のベクター要素を含む屈曲移動のタッチ入力や対角線移動のタッチ入力によっても前記少
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なくとも一つの項目が選択されてもよい。
【００４０】
　一方、前記Ｓ２００の段階においての前記第２方向へのタッチ入力は前記いずれか一つ
の項目上での前記第１方向へのタッチ入力に連続して遂行されてもよい。即ち、使用者が
前記第１方向にタッチ入力を遂行した後手を離さないで前記第２方向にタッチ入力を遂行
することで、前記項目を選択することができる。しかし、前記Ｓ２００の段階においての
前記第２方向へのタッチ入力は前記第１方向へのタッチ入力に連続しないように、即ち、
手が離れた後に遂行されても良い。
【００４１】
　また、前述した第１方向のタッチ入力は、第１方向の始点でタッチして終点までタッチ
したまま移動させることで、始点から終点までの項目を選択したことと認識させる方法が
ある。その一方で、第１方向のタッチ入力は、第１方向の始点と終点のみをタッチして始
点と終点との間を結ぶ線分と交差する項目を選択したことと認識させる方法もある。
【００４２】
　また、前述した第２方向のタッチ入力は、第２方向の始点でタッチして終点までタッチ
したまま移動させることで、始点から終点までの項目を選択したことと認識させる方法が
ある。その一方で、第２方向のタッチ入力は、第２方向の始点と終点のみをタッチして始
点と終点との間を結ぶ線分と交差する項目を選択したことと認識させる方法もある。
【００４３】
　第２方向のタッチ入力の例としては、例えば、図５にて、Ｃｏｕｒｓｅｒａの項目でタ
ッチしたままＳａｒａｈＬｅｅの項目まで移動させることで、Ｃｏｕｒｓｅｒａの項目か
らＳａｒａｈＬｅｅの項目までを選択したことと認識させることが挙げられる。または、
第２方向のタッチ入力の例としては、例えば、Ｃｏｕｒｓｅｒａの項目をタッチして次に
ＳａｒａｈＬｅｅの項目をタッチして、Ｃｏｕｒｓｅｒａの項目とＳａｒａｈＬｅｅの項
目との間を結ぶ線分と交差するＣｏｕｒｓｅｒａの項目からＳａｒａｈＬｅｅの項目まで
を選択したことと認識させることも挙げられる。
【００４４】
　図６は図１のファイル一括処理方法のうち実行命令選択及び処理過程（Ｓ５００の段階
）を説明するための順序図であり、図７は図６の実行命令選択及び処理過程のうち実行メ
ニューが表示される段階を説明するための図であり、図８は図６の実行命令選択及び処理
過程のうち表示された実行メニューを通じて実行命令が選択及び処理される段階を説明す
るための図である。
【００４５】
　図１、図６、図７及び図８を参照すると、前記プロセッサは前記Ｓ２００の段階を遂行
した後、選択された項目に対応する前記処理対象となるファイルを一括処理するための実
行命令を選択及び処理する（Ｓ３００）。
【００４６】
　具体的に説明すると、前記実行命令を選択及び処理する段階（Ｓ３００）として、まず
、前記プロセッサは少なくとも一つの行為メニューを含む実行メニュー１０を表示するこ
とができる（Ｓ３１０）。この際、前記実行メニュー１０を表示する段階（Ｓ３１０）で
は、図７のように、前記プロセッサは前記Ｓ２００の段階による前記第２方向へのタッチ
入力が解除された時、前記実行メニューを表示することができる。
【００４７】
　本実施形態において、前記実行メニュー１０は、選択された項目に対応する項目に対応
するファイルについて、ファイルの削除命令のための削除メニュー、ファイルの切り出し
命令のための切り出しメニュー、ファイルのコピー命令のためのコピーメニュー、及びフ
ァイルの送り命令のために送りメニューのうち少なくともいずれか一つの行為メニューを
含んでいても良い。また、前記実行メニュー１０は前記いずれか一つのファイルを含んで
前記選択された少なくとも一つのファイルの選択を取り消すための選択取り消しメニュー
をさらに含んでいても良く、前記で並べられた行為メニュー以外に一括処理遂行が可能で
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実行メニュー１０に含まれて表示される行為メニューが変更されてもよい。
【００４８】
　続いて、前記プロセッサは前記実行メニューのうちいずれか一つの行為メニューへのタ
ッチ入力を通じて、前記いずれか一つの行為メニューに対応する行為命令を前記実行命令
に選択することができる（Ｓ３２０）。この際、図８においては、削除命令に対応される
削除メニューがタッチ入力によって選択された一例を示した。一方、前記プロセッサは前
記削除メニューを未選択された他のメニューと区別できるように、例えば、色相が濃く表
示されるように前記表示装置を制御することもできる。
【００４９】
　続いて、前記プロセッサは前記実行命令として選択された行為命令を処理する（Ｓ３３
０）。例えば、前記プロセッサは前記Ｓ３２０の段階で前記実行命令として選択された削
除命令を即時処理することができる。
【００５０】

【００５１】
　以上、本発明の実施形態によって詳細に説明したが、本発明はこれに限定されず、本発
明が属する技術分野において通常の知識を有する者であれば、本発明の思想と精神を離れ
ることなく、本発明を修正または変更できる。なお、前述した「ファイルに対応する項目
」は、コンピュータで扱うデータをまとめたものの一つという意味では「ファイル」と呼
ぶ場合もあり得る。
【符号の説明】
【００５２】
１０：実行メニュー
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